
①

慧
均
の
八
不
義
は
既
に
散
快
し
て
い
て
続
蔵
所
収
の
四
論
玄
義
の
中
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
名
は
古
く
か
ら
日
本
に
お
け
る
三
論

の
学
者
の
間
に
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
三
諭
宗
の
祖
と
さ
れ
る
階
の
嘉
祥
寺
吉
蔵
の
大
乗
玄
論
の
う
ち
巻
二
の
八
不
義
の
撰
述
に
つ
い

て
疑
い
を
持
た
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
疑
義
と
は
、
八
不
義
の
文
章
が
他
の
吉
蔵
の
著
述
と
似
て
い
な
い
こ
と
、
吉
蔵
は
体
仮
を

許
す
の
に
八
不
義
に
は
許
し
て
い
な
い
こ
と
、
「
均
正
師
の
十
二
巻
章
八
不
義
に
云
く
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
文
が
大
乗
玄
論
八
不
義

の
文
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
八
不
義
の
撰
者
が
慧
均
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
は
ひ
い
て
は
大
乗
玄
論
の
成
立
に

②

関
す
る
問
題
に
ま
で
波
及
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
慧
均
の
八
不
義
が
初
章
中
仮
義
と
共
に
、
近
年
に
本
学
の
横
超
慧
日
教

授
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
「
新
出
資
料
・
四
諭
玄
義
の
初
章
中
仮
義
」
（
印
度
学
佛
教
学
研
究
喝
所
収
）
「
四
論
玄
義
の
初
章
中
仮
義
」
（
岩
井

博
士
古
稀
記
念
論
文
集
典
籍
論
集
所
収
）
の
二
篇
の
論
文
に
お
い
て
そ
の
あ
ら
ま
し
が
解
説
さ
れ
て
、
「
八
不
義
は
吉
蔵
撰
の
大
乗
玄
論
所
収

③

八
不
義
と
酷
似
し
大
乗
玄
論
と
の
関
係
を
考
察
す
る
上
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
は
論
題
が
示

す
よ
う
に
新
出
資
料
の
形
態
が
説
明
さ
れ
、
殊
に
初
章
中
仮
義
は
四
論
玄
義
の
冒
頭
に
お
か
れ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
中
仮
義

の
解
説
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
初
章
中
仮
義
も
吉
蔵
の
大
乗
玄
諭
や
中
諭
疏
の
中
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
室
町
時
代
頃
ま

慧
均
撰
四
論
玄
義
八
不
義
に
つ
い
て
（
一
）

Ｉ
大
乗
玄
論
八
不
義
と
の
比
較
対
照
Ｉ

一
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で
は
流
布
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
し
か
も
現
在
で
は
散
怯
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

今
し
ば
ら
く
こ
の
二
篇
の
論
文
に
よ
っ
て
新
出
資
料
の
注
目
し
た
い
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
形
態
に
つ
い
て
み
る
に
、
い
、
巻
一

の
首
題
の
下
に
「
均
正
撰
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
均
正
と
は
慧
均
僧
正
の
こ
と
で
あ
る
。
慧
均
の
伝
記
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
初
章

中
仮
義
や
佛
性
義
の
記
述
に
よ
る
と
、
初
め
成
実
論
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
後
に
興
皇
寺
法
朗
の
門
に
入
っ
て
三
論
を
研
讃
し
、
同
門
の

吉
蔵
と
と
も
に
会
稽
に
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
②
；
両
巻
と
も
に
首
題
と
尾
題
を
有
し
、

大
乗
四
諭
玄
義
記
巻
第
一
（
首
）
初
章
義
一
弓
（
尾
）

大
乗
三
諭
玄
義
記
巻
第
二
（
首
）
大
乗
玄
義
八
不
義
第
二
（
尾
）

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
統
蔵
所
収
の
四
諭
玄
義
に
み
ら
れ
る
原
題
も
「
大
乗
三
諭
玄
義
記
巻
第
五
二
諦
義
（
首
）
」
「
大
乗
三
論
感
応

義
第
四
（
尾
）
」
「
二
智
義
記
巻
一
（
尾
）
」
「
無
依
無
得
大
乗
四
論
玄
義
記
第
一
三
乗
義
第
二
荘
厳
義
第
三
三
位
義
（
首
）
」
と
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
題
号
が
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
二
智
義
は
巻
一
と
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
初
章
中
仮
義
と
同
巻
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
③
、

各
篇
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
篇
名
を
調
べ
て
、
成
立
の
相
互
関
係
を
推
定
す
る
と
、
二
諦
義
・
八
不
義
・
中
仮
義
は
早
く
二
智
義
・
断

伏
義
が
遅
い
時
期
に
な
る
。
側
、
巻
末
の
「
顕
慶
三
年
」
の
識
語
は
続
蔵
所
収
の
も
の
と
同
文
で
あ
る
。
ま
た
巻
末
に
は
「
摂
泉
堺
威
徳

山
常
楽
寺
」
の
黒
印
が
あ
り
、
覚
州
が
所
蔵
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
が
そ
の
要
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
②
に
つ
い
て
は
三
論
玄
義

記
と
い
わ
れ
る
も
の
と
四
論
玄
義
記
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
内
容
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
③
の
前
期
と
後

期
の
区
別
に
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

初
章
中
仮
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
の
で
略
す
る
が
、
中
仮
義
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
同
じ
法
朗
の
門
下
で
あ
り
な
が
ら
、
慧
均
は
初
章
中
仮
が
中
道
を
体
得
す
る
た
め
の
三
論
宗
の
基
本
的
な
教
義
で
あ
る
と
し
て

重
視
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
吉
蔵
は
彼
の
著
作
の
処
為
に
中
仮
師
批
判
を
行
い
、
殊
に
中
論
疏
巻
二
の
八
不
義
を
釈
す
る
な
か
で
は
「
若

④

守
初
章
中
仮
者
、
是
中
仮
師
耳
」
と
中
仮
に
固
執
す
る
者
を
破
斥
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
慧
均
も
ま
た
吉
蔵
の
批
判
の
対
称
と
な
ら
ざ
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る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
て
き
た
原
因
と
し
て
は
、
吉
蔵
は
若
く
よ
り
法
朗
の
下
で
空
観
教
学
を
專
ら
に
し

て
お
り
、
慧
均
は
初
め
成
実
・
毘
曇
等
の
研
鑛
を
積
み
そ
の
後
に
三
論
の
門
に
入
っ
た
と
い
う
体
験
上
の
相
違
よ
り
く
る
も
の
で
あ
ろ
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
着
眼
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
か
ら
慧
均
と
吉
蔵
の
学
説
は
ほ
と
ん
ど
両
者
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
の
近
似
を

示
し
な
が
ら
も
そ
こ
に
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
相
違
点
を
探
る
重
要
な
資
料
と
し
て
初
章
中
仮
義
研
究
の
意
義
が
認
め
ら

れ
、
ま
た
そ
の
近
似
性
の
ゆ
え
に
却
っ
て
散
快
の
理
由
と
な
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
今
こ
こ
で
八
不
義
の
検

討
を
進
め
る
に
際
し
て
も
、
両
者
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
え
る
重
要
な
鍵
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

八
不
義
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
撰
者
に
疑
義
が
あ
る
こ
と
、
新
出
資
料
と
大
乗
玄
論
の
八
不
義
と
の
間
に
小
異
は
あ
れ
ほ
と
ん
ど
一
致

す
る
こ
と
の
指
摘
に
止
っ
て
い
る
。
中
論
の
初
偶
に
述
・
へ
ら
れ
た
八
種
の
否
定
の
語
は
、
特
に
そ
れ
が
論
主
の
帰
敬
偶
で
あ
る
こ
と
に
も

由
っ
て
、
中
論
の
始
終
を
貫
ぬ
く
根
本
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
八
不
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
は
大
乗
般
若
の
根

源
を
説
き
得
る
こ
と
に
な
る
。
龍
樹
提
婆
の
三
論
を
所
依
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
八
不
義
は
群
経
の
深
奥
に
入
り
諸
論
の
広
大
に
通
ず
る

根
本
的
な
課
題
と
し
て
重
要
な
教
義
な
の
で
あ
る
。
吉
蔵
が
南
北
朝
時
代
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
多
く
の
佛
教
々
義
を
体
系
化
し
、
三
論

教
学
を
大
成
し
得
た
の
は
、
彼
が
言
教
二
諦
説
と
い
う
独
自
の
論
理
構
成
を
発
見
し
た
こ
と
に
由
る
も
の
で
、
大
乗
玄
論
の
冒
頭
に
二
諦

義
が
置
か
れ
て
い
る
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
吉
蔵
が
八
不
に
つ
い
て
は
二
諦
を
正
す
も
の
と
し
、
衆
教
之
宗
帰
群
聖
之

根
本
・
祖
中
之
祖
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
も
二
諦
義
に
続
い
て
八
不
義
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
必
然
の
理
で
あ
ろ
う
。

⑤

幸
い
四
論
玄
義
に
二
諦
義
が
あ
り
吉
蔵
に
二
諦
章
と
大
乗
玄
論
三
諦
義
が
あ
っ
て
相
互
の
比
較
研
究
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
今
ま
た
横
超

教
授
の
指
示
に
よ
り
新
出
資
料
の
八
不
義
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
吉
蔵
の
中
論
疏
の
中
の
八
不
義
や
大
乗
玄
論
八
不
義
と
の

比
較
検
討
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
先
ず
慧
均
の
八
不
義
と
大
乗
玄
論
八
不
義
の
比
較
を
行
い
、
次
に
中
諭
疏
と
の
思
想

的
な
差
違
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
二
諦
義
や
他
の
章
と
の
間
の
諸
点
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
八
不
義
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
る
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
は
そ
の
一
部
と
し
て
八
不
義
の
対
照
と
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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也
又
、
非
與
ｌ
非
之
與
、
名
ｌ
者

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
慧
均
の
八
不
義
と
大
乗
玄
論
の
八
不
義
と
は
ほ
と
ん
ど
文
章
が
一
致
す
る
。
こ
こ
で
は
大
正
大
蔵
経

第
四
五
巻
所
収
の
大
乗
玄
論
巻
第
二
、
八
不
義
（
大
正
四
五
・
二
五
’
三
五
）
を
底
本
と
し
、
そ
れ
に
慧
均
の
八
不
義
を
対
照
さ
せ
る
方
法

を
と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
Ｉ
線
の
上
が
大
乗
玄
論
の
文
で
あ
り
、
下
が
慧
均
の
八
不
義
に
よ
る
異
同
で
あ
る
。

ｊ

改
行
ご
と
の
数
字
は
大
正
蔵
経
第
四
五
巻
中
の
頁
数
、
ａ
ｂ
ｃ
は
同
じ
く
上
中
下
段
、
内
の
数
字
は
行
数
を
示
す
。
ま
た
、
蓋
ｌ

く

（
ナ
シ
）
は
大
乗
玄
論
に
は
「
蓋
」
の
字
が
あ
る
が
慧
均
の
八
不
義
に
は
な
い
、
既
八
Ｉ
（
八
ナ
シ
）
は
「
既
」
は
あ
る
が
「
八
」
が
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
。
（
二
箇
処
）
は
大
蔵
経
の
同
じ
行
の
中
に
同
じ
字
の
二
箇
処
に
異
同
が
あ
る
。
（
論
〈
説
ノ
傍
）
は
説
の
字
の
傍
に
論

の
字
が
記
る
さ
れ
て
い
る
の
意
。
慧
均
の
八
不
義
に
は
行
間
に
文
字
が
本
文
と
同
じ
筆
体
で
記
入
さ
れ
て
い
る
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
い
て
、
書
写
を
し
た
人
の
注
記
な
の
か
補
字
で
あ
る
か
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
注
記
し
た
。
な
お
慧
均

の
八
不
義
に
は
句
読
点
は
な
く
、
ま
た
対
照
指
示
に
不
便
な
た
め
、
大
正
蔵
経
の
句
読
点
は
一
切
無
視
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
表
は
読

み
方
を
念
頭
に
入
れ
ず
た
だ
字
句
の
異
同
の
み
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
印
刷
の
都
合
上
一
部
当
用
漢
字
を
使
用
し
た
。

ｊ

妬
ａ
、
題
大
乗
玄
論
巻
第
二
ｌ
大
乗
三
論
玄
義
記
巻
第
二
③
雑
問
ｌ
雑
簡
仙
明
不
右
有
ｌ
簡
不
有
有
⑤
意
者
ｌ
意
所
言
、
蓋
ｌ

く

（
ナ
シ
）
⑥
経
云
ｌ
経
第
五
弓
云
⑥
経
ｌ
喫
略
経
⑨
出
ｌ
去
⑩
滅
也
又
Ｉ
滅
也
諭
初
云
不
生
不
滅
不
常
不
断
不
一
不
異
不
来
不
出

醜
ｂ
、
仙
明
ｌ
釈
、
非
有
Ｉ
（
有
ナ
シ
）
⑤
是
百
’
百
是
⑦
経
之
ｌ
経
意
⑧
成
論
ｌ
成
実
論
⑩
失
ｌ
失
之
⑬
即
ｌ
則
⑱
不
亦

亦
不
⑳
故
以
ｌ
以
燭
論
未
ｌ
諭
云
未
倒
無
有
有
ｌ
無
有
我
⑮
不
義
不
義
ｌ
不
義

溺
ｃ
、
⑩
皆
ｌ
悉
②
為
深
義
深
義
ｌ
為
深
為
深
義
③
諸
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑤
亘
十
方
枇
通
三
世
竪
ｌ
竪
百
一
十
方
横
通
三
世
⑥
真
理
Ｉ

二
八
不
義
の
対
照
表
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攪 真
四諦

微理

攪（8）
四 言

有
田理
一｜
故言
不 理

一⑮
不⑳

成

鰯諭
道師
｜｜
也 成
、実

仮論
不師

仮⑳
解諦
不中

鯛諦
前 論
玄 中
’三

画雷
云処

、 、 一 ／

サゴ全

潜
続ナ

仮乙

終㈱‘

後￥
へ_

働 き
為こ／
仮
｜⑬
為倒
仮一
也柱

妬
ａ
、
仙
亦
名
定
待
ｌ
亦
名
明
定
待
例
真
諦
中
ｌ
真
読
明
中
⑫
合
中
道
ｌ
合
明
中
道
、
有
有
非
ｌ
有
非
⑬
合
中
道
ｌ
合
明
中
道

⑯
作
疏
ｌ
作
義
疏
十
四
弓
⑰
二
１
両
⑬
遍
印
ｌ
遍
寛
印
⑳
体
即
無
１
体
則
無
、
相
即
真
ｌ
相
是
真
⑳
俗
趾
ｌ
俗
諦
雛
固
有
以

ｌ
有
也
以
、
故
也
與
ｌ
故
與
㈱
非
即
果
ｌ
非
則
果
、
不
ｌ
無

配
ｂ
、
仙
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
②
汝
ｌ
如
⑥
不
一
二
ｌ
不
二
一
切
諾
１
名
⑧
道
総
ｌ
道
者
総
、
応
中
ｌ
応
是
中
⑥
二
法
１
両
法
、

道
若
ｌ
道
也
若
⑩
中
者
ｌ
中
道
者
⑪
中
道
者
ｌ
中
者
⑮
是
妄
ｌ
是
虚
妄
⑩
箇
ｌ
筒
⑳
義
也
百
ｌ
義
百
⑳
不
ｌ
無
、
無
為
中

道
ｌ
非
無
中
道
燭
怯
ｌ
伽
⑬
応
応
有
ｌ
応
有
⑲
即
老
即
死
ｌ
即
死
即
老

妬
ｃ
、
②
誰
在
ｌ
在
誰
側
仙
川
片
１
両
行
片
、
二
義
１
両
義
⑦
法
為
ｌ
法
名
為
側
面
名
両
法
１
両
名
Ⅱ
二
法
⑩
耶
Ｉ
（
ナ
シ
）

⑪
二
名
１
両
名
⑫
言
安
ｌ
言
中
安
⑱
二
義
１
両
義
⑬
中
也
ｌ
中
道
也
⑳
以
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑳
汝
仮
当
ｌ
汝
仮
称
当
鰯
者
ｌ
道

倒
自
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑮
短
不
ｌ
短
於
不
㈱
於
中
ｌ
於
用
中

”
ａ
、
⑧
真
諦
者
ｌ
真
者
⑩
不
須
ｌ
不
復
⑪
真
得
云
ｌ
真
云
⑪
⑫
若
寄
名
名
真
ｌ
若
寄
名
真
、
之
理
ｌ
之
真
理
⑭
智
会
ｌ
智

即
会
⑲
’
二
理
両
理
鰯
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
㈱
処
両
名
両
ｌ
処
両
⑱
今
云
不
ｌ
今
謂
亦
不
、
真
即
是
ｌ
真
是
⑲
名
則
１
名
明
則

”
ｂ
、
仙
種
中
１
種
説
中
②
地
諭
ｌ
地
摂
論
③
識
本
ｌ
識
與
阿
摩
羅
識
本
⑤
熾
悩
ｌ
煩
惚
、
耶
名
ｌ
耶
等
名
⑥
妄
想
之
ｌ
妄

之
⑭
急
１
忽
、
煩
悩
ｌ
煩
惚
⑯
本
即
ｌ
本
既
、
亦
不
ｌ
亦
無
⑰
也
今
ｌ
也
真
諦
三
蔵
云
真
不
除
或
有
四
義
一
真
如
若
断
或
則
失
世

諦
二
失
凡
聖
過
三
前
有
或
後
脩
解
方
断
或
四
所
以
所
脩
之
解
不
円
足
者
由
有
或
故
不
円
満
若
真
如
断
或
則
有
四
種
過
失
故
不
断
或
也
今
謂

不
然
汝
既
有
真
如
用
解
却
或
者
解
用
亦
本
有
不
令
本
有
煩
悩
如
金
石
一
時
本
有
者
対
人
打
治
不
関
金
用
那
得
名
真
如
用
耶
亦
是
二
見
有
所
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“開
29 二境29
b 也智a
、｜｜、

(3)二開（2）
或 諦 智皆
｜ 也開’

3所境悉
､-／尋涙（5）

(5)生也中
然智’’
一故苛扇
然鯛一中一然

型｜⑮也

ヂ亦｜

《6)乙滞3
前＝≦、_〃

縁卿氏

淵則縁(7)
後是是不

則雌訓'ド
'(7) 縁、
無 善 各
内 滅｜

諸 合
無 戯
因 諭 ⑫
内 是 非

以 智
(9) 非
由 ⑲ 境

便｜
申 非 非

｜境
I⑪ 便 非
也 智 智

非
へ

ブー ⑬

詔
ａ
、
①
成
実
師
ｌ
成
実
諭
師
、
釈
Ｉ
解
②
頤
ｌ
領
⑥
断
常
ｌ
常
断
⑳
二
乃
’
二
或
乃
（
二
〈
傍
）
倒
明
Ｉ
解
例
実
一
異
ｌ

実
一
実
異
⑮
有
－
１
（
一
ナ
シ
）
、
不
一
ｌ
不
可
一
㈱
別
若
ｌ
別
名
若

師
ｂ
、
⑤
対
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
入
是
１
入
此
是
⑨
⑩
成
論
與
外
道
師
等
Ｉ
外
道
與
成
実
論
等
師
⑪
如
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
水
ｌ
来
⑫
出
即
ｌ

出
則
⑬
即
ｌ
則
是
⑱
有
’
又
⑫
⑬
蛇
従
穴
出
ｌ
蛇
出
穴
⑰
二
１
両
倒
断
欲
ｌ
断
等
欲

昭
ｃ
、
⑤
二
１
両
⑩
異
外
如
是
Ｉ
（
是
ナ
乙
⑫
須
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑭
⑮
二
１
両
（
二
箇
処
）
例
義
但
ｌ
義
理
但
燭
是
ｌ
此
是
（
二
箇

処
）
⑳
故
ｌ
是
故

”
ｃ
、
②
今
明
ｌ
今
山
門
意
明
い
⑭
皆
ｌ
悉
（
二
箇
処
）
⑰
有
生
滅
ｌ
有
生
有
滅
⑱
⑲
仮
不
生
仮
不
滅
ｌ
仮
不
生
滅
、
此
不
生
不

滅
ｌ
仮
不
生
滅
、
非
自
不
生
不
滅
ｌ
非
是
不
生
滅
⑲
⑳
待
世
諦
仮
生
滅
明
真
諦
仮
不
生
滅
ｌ
待
世
諦
仮
生
明
真
諦
仮
不
生
待
世
諦
仮
滅

明
真
諦
仮
不
滅
⑩
⑳
世
諦
仮
生
滅
既
非
生
滅
１
世
諦
仮
生
仮
滅
既
非
生
滅
⑳
亦
ｌ
則
、
故
非
ｌ
故
仮
不
生
非
不
生
仮
不
滅
非
不
滅
非

働
為
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
句
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑬
合
中
ｌ
合
明
中
⑮
此
生
ｌ
此
仮
生
（
仮
〈
傍
）
、
是
不
ｌ
是
仮
不
（
仮
〈
傍
）
㈱
是
則
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
是

即
ｌ
則
⑳
是
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
明
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑳
也
Ｉ
（
ナ
シ
）

㈱
説
不
生
Ｉ
説
非
生

”
ｃ
、
②
今
明
ｌ

減
ｌ
仮
不
生
滅
、
非

明
真
諦
仮
不
滅
⑩

濁
為
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
句

得
也
只
是
不
得
云
違
真
起
妄
用
也
今
⑬
師
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑲
不
語
不
語
待
語
ｌ
不
語
語
不
語
⑮
不
為
非
不
無
ｌ
不
為
不
無
（
二
箇
処
）

n戸
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シ
）
⑯
所
第
１
所
至
第
⑮
論
帰
ｌ
論
故
願
加
威
帰

調
ｃ
、
仙
変
ｌ
及
③
三
諦
中
道
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑥
歎
ｌ
難
⑦
二
１
（
ナ
シ
）
③
言
為
ｌ
言
尽
言
為
⑨
能
ｌ
即
能
⑪
以
来
Ｉ
（
ナ
シ
）

⑬
減
ｌ
減
⑮
無
出
ｌ
無
有
出
⑯
非
戯
ｌ
非
是
戯
⑰
論
又
Ｉ
論
也
又
例
⑳
亦
得
ｌ
亦
能
得
“
故
為
ｌ
是

鋤
ｂ
、
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
如
五
ｌ
如
相
行
品
云
五
（
相
行
品
云
ハ
傍
）
、
乘
共
１
乗
菩
薩
共
③
出
今
ｌ
出
処
今
側
住
無
出
ｌ
住
不
出
、

故
非
ｌ
故
並
非
（
並
〈
傍
）
⑤
亦
是
戯
諭
故
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑦
徳
ｌ
得
、
乗
摩
１
乗
無
所
得
摩
（
無
所
得
〈
傍
）
、
諸
法
ｌ
諸
佛
法
倒
論
論

ｌ
論
無
戯
論
戯
論
⑩
等
戯
ｌ
等
故
経
云
法
本
不
燃
今
則
無
滅
滅
戯
（
ア
ト
ノ
減
は
傍
）
⑪
即
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑫
悪
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑬
答
須
ｌ

答
応
須
⑮
則
戯
ｌ
則
成
戯
⑯
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
即
ｌ
則
⑫
乢
品
ｌ
乳
菩
薩
品
（
菩
薩
〈
傍
）
鰯
不
二
ｌ
非
二
例
果
與
ｌ
果
也
與
、

小
ｌ
少
⑳
烈
１
列
㈱
教
不
生
不
滅
ｌ
教
仮
不
生
仮
不
滅

釦
ｃ
、
仙
而
相
ｌ
而
二
相
②
非
有
無
ｌ
非
有
非
無
、
非
亦
Ｉ
（
非
ナ
シ
）
⑥
白
ｌ
自
仙
是
有
無
ｌ
是
無
（
有
ナ
シ
）
例
也
Ｉ
（
ナ
シ
）

⑧
諦
中
ｌ
諦
義
中
⑩
或
ｌ
或
是
、
引
ｌ
拠
⑪
中
八
’
八
中
、
故
ｌ
有
⑬
処
大
ｌ
処
故
大
、
為
正
観
論
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑭
釈
論
中
論
ｌ

釈
論
與
中
論
⑲
髄
也
ｌ
髄
体
也
⑳
名
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑫
云
ｌ
是
例
喜
所
ｌ
道
於
㈱
答
隻
ｌ
答
若
隻
㈱
是
正
ｌ
是
一
正

苦
’
與
常

彼
人
師
也
故

鋤
ａ
、
②
者
五
逆
但
ｌ
者
但
、
悩
ｌ
惣
㈹
定
ｌ
決
伺
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
見
’
頁
⑥
則
是
ｌ
即
、
雛
Ｉ
（
ナ
シ
）
例
唯
ｌ
但
、
離
ｌ

（
ナ
シ
）
⑥
又
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑲
彼
聞
ｌ
彼
師
間
（
師
〈
傍
）
、
怖
’
帷
、
而
聴
ｌ
而
於
聴
、
所
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑪
覚
此
ｌ
覚
知
此
⑫
若
是
ｌ

若
見
⑬
便
是
ｌ
此
即
⑯
名
有
１
名
為
有
⑰
得
也
ｌ
得
等
也
、
又
’
故
⑱
也
若
ｌ
也
四
若
（
四
〈
傍
）
⑳
故
反
折
論
云
ｌ
故
質
論

亦
名
反
反
折
諭
云
（
質
論
亦
名
反
ハ
傍
）
⑳
無
損
ｌ
無
則
損
⑬
是
ｌ
則
倒
是
戯
ｌ
則
戯
㈱
邪
ｌ
正
田
正
ｌ
邪
、
便
行
ｌ
便
便
行
、

苦
’
與
常
㈱
行
心
ｌ
心
行
田
則
戯
論
師
也
故
ｌ
則
是
戯
論
師
等
也
又
思
益
経
云
当
来
悪
比
丘
有
相
説
法
破
我
正
法
彼
非
我
弟
子
我
非
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詑
ｂ
、
仙
離
故
ｌ
雌
有
故
⑧
悉
戯
ｌ
悉
非
戯
仙
亦
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑧
叩
倒
ｌ
即
例
⑥
若
有
ｌ
若
為
有
、
皆
ｌ
悉
⑩
諭
常
ｌ
諭
有

常
⑭
云
誘
ｌ
云
五
誘
⑯
明
ｌ
論
⑰
相
入
ｌ
和
出
入
⑳
墜
説
１
隻
諭
四
二
１
両
倒
仮
利
ｌ
仮
正
言
利
、
人
ｌ
之
例
四
則
ｌ

即
（
二
箇
処
）
燭
有
二
１
両
（
有
ナ
シ
）
燭
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
㈱
故
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
二
義
１
両
義
働
説
ｌ
故
、
病
ｌ
偏
、
堪
聞
ｌ
堪
人
聞

銅
ｃ
、
仙
以
説
ｌ
以
為
説
、
仮
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑥
則
ｌ
即
、
有
無
入
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑪
⑫
則
ｌ
即
（
二
箇
処
）
⑭
計
造
ｌ
帥
随
遣
⑱
又
Ｉ

別
ａ
、
⑥
此
仮
ｌ
此
仮
生
仮
、
皆
ｌ
悉
⑯
亦
是
ｌ
亦
名
為
、
則
ｌ
義
⑰
明
ｌ
釈
、
偶
多
ｌ
偶
亦
是
多
⑱
即
ｌ
則
⑳
倒
可
為
ｌ

可
以
為
（
二
箇
処
）
⑳
既
ｌ
既
是
例
林
ｌ
樹
燭
亦
是
ｌ
亦
名
為
㈱
三
’
二
凶
云
ｌ
随

訓
ｂ
、
側
次
二
調
１
次
也
二
随
②
疾
Ｉ
病
、
除
ｌ
治
、
即
説
ｌ
川
為
説
帥
法
不
ｌ
法
若
不
例
縁
在
ｌ
縁
初
在
、
初
也
Ｉ
初
題
也

⑧
流
ｌ
者
⑩
諦
欲
ｌ
諦
故
欲
、
申
二
ｌ
申
佛
二
⑪
佛
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑫
在
諭
初
也
ｌ
在
初
提
品
也
⑬
二
但
’
三
一
但
⑬
叫
教
之
與

理
二
與
不
二
’
二
與
不
二
教
之
與
理
⑰
又
１
（
ナ
シ
）
⑩
並
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
言
能
ｌ
言
者
能
⑳
若
’
（
ナ
シ
）
倒
耶
ｌ
也
㈱
不
八
ｌ

不
其
八
田
故
Ｉ
（
ナ
シ
）
田
小
後
説
大
ｌ
小
乗
後
説
大
乗
、
説
小
ｌ
唱
小

弧
ｃ
、
②
謂
Ｉ
説
、
乗
道
１
乗
一
道
、
鈍
之
ｌ
之
鈍
、
縁
曲
ｌ
縁
故
曲
③
互
Ｉ
（
ナ
シ
）
④
論
前
ｌ
論
則
前
（
二
箇
処
）
⑤
明
Ｉ
説
、

実
不
ｌ
実
也
不
、
欲
説
ｌ
欲
釈
⑥
諭
主
ｌ
龍
樹
⑦
乗
出
１
乗
中
出
⑪
法
見
ｌ
法
也
見
⑬
即
ｌ
亦
、
縁
也
Ｉ
（
也
ナ
シ
）
、
也
故
ｌ

借
不
因
縁
破
因
縁
也
故
⑮
因
生
ｌ
縁
生
⑰
非
果
ｌ
非
是
果
⑱
二
１
両
⑳
及
不
ｌ
非
（
及
〈
ナ
シ
）
⑳
二
１
両
、
是
因
縁
Ｉ
（
ナ
乙
、

同
是
ｌ
同
異
是
⑬
為
因
ｌ
為
因
義
勧
亦
因
ｌ
亦
縁
⑬
縁
但
ｌ
縁
義
但
（
義
〈
傍
）

認
ａ
、
側
何
者
ｌ
者
何
、
則
ｌ
即

二
別
’
二
則
別
也
⑰
故
名
Ｉ
（
ナ
シ

ー
明
之
亦
有
之
、
故
Ｉ
（
ナ
シ
）
の

シ
）
田
応
据
出
据
ｌ
応
以
楯
出
楯

⑫シ即
止、-<
戯
諭剋（3）
｜’為
車尅罵

⑱上
シ

正縁
働説多
止已、-／
不｜
｜正（5）

認#
…是冗

#淫
倒；
雌箪啼’
“篠
鳴鼎
戯多罷

将：
未明
ナ之⑭

38



詔
ａ
、
仙
止
有
無
ｌ
正
遣
有
無
二
②
尽
ｌ
造
（
三
箇
処
）
⑤
也
又
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑬
三
従
’
三
明
従
⑭
入
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑳
明
単
複
ｌ

（
単
複
ナ
シ
）
例
複
二
ｌ
複
也
二
⑮
俗
単
ｌ
俗
諦
単
、
真
単
１
頁
諦
単
田
複
仮
ｌ
複
仮
仮
、
複
非
ｌ
複
仮
非
の
道
是
俗
ｌ
道
也
此

是
俗
、
道
是
真
ｌ
道
此
是
真
⑳
明
互
ｌ
互
明

調
ｂ
、
仙
句
第
１
句
也
第
②
即
従
ｌ
即
是
従
③
俗
単
ｌ
俗
諦
単
③
帥
仮
非
有
ｌ
非
有
仮
仙
俗
複
ｌ
俗
諦
複
（
二
箇
処
）
⑥
有

非
有
ｌ
有
不
有
⑦
有
仮
有
非
Ｉ
（
仮
有
ナ
シ
）
⑯
五
従
’
五
已
従
⑰
無
仮
無
非
Ｉ
（
仮
無
ナ
シ
）
⑲
無
仮
不
Ｉ
（
仮
ナ
シ
）
田
諦
１
（
ナ

シ
・
二
箇
処
）
、
有
不
ｌ
有
仮
不
⑲
諦
Ｉ
（
ナ
シ
・
二
箇
処
）

詔
ｃ
、
⑩
ｌ
側
諦
Ｉ
（
ナ
シ
・
十
二
箇
処
）
側
無
第
１
無
也
第
例
非
不
ｌ
不
非
、
説
為
Ｉ
説
有
為
⑧
云
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑩
説
為
Ｉ
説
無

為
⑪
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑬
也
此
ｌ
也
不
有
有
義
州
対
而
解
釈
有
十
六
意
也
第
一
不
有
有
者
明
其
道
非
有
非
無
而
結
為
有
故
言
不
有
有
此

⑭
故
経
Ｉ
（
経
ナ
シ
）
⑭
⑮
宗
故
ｌ
宗
故
経
云
以
不
住
法
住
般
若
波
羅
蜜
不
二
故
、
品
第
１
品
経
第
、
品
云
ｌ
品
末
、
佛
云
Ｉ
（
云
ナ
シ
）

⑯
何
佛
言
ｌ
何
有
佛
云
⑰
為
無
ｌ
為
之
無
、
義
ｌ
若
⑱
有
者
Ｉ
（
有
ナ
シ
）
⑲
然
只
ｌ
然
此
只
倒
三
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
也
Ｉ
（
ナ
乙
⑮

故
有
ｌ
有
故
の
用
故
１
用
有
故

弘
ａ
、
仙
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
②
不
有
Ｉ
（
有
ナ
シ
）
、
一
有
１
（
ナ
シ
）
側
之
ｌ
也
⑥
有
故
ｌ
有
有
故
、
此
是
ｌ
此
故
是
の
無
類
ｌ
無

亦
類
⑧
執
執
ｌ
執
執
者
執
⑥
有
破
之
Ｉ
（
有
ナ
シ
）
⑪
七
不
Ｉ
（
不
ナ
シ
）
⑫
皆
ｌ
悉
⑭
有
也
Ｉ
（
也
ナ
シ
）
⑮
合
不
ｌ
合
言
不

⑰
空
故
ｌ
空
有
故
⑱
爾
ｌ
然
⑲
不
於
ｌ
不
不
於
⑳
有
無
故
ｌ
有
一
切
無
故
⑳
倒
義
不
有
自
ｌ
義
明
有
不
自
飼
有
不
ｌ
有
而
以

不
⑮
㈱
類
也
１
類
之
働
之
故
ｌ
之
有
故
㈱
特
一
ｌ
持
不
於
一

（
ナ
と
⑲
則
ｌ
即
⑳
複
有
二
ｌ
有
両
（
複
ナ
シ
）
働
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
固
倒
複
仮
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
俗
ｌ
真
、
複
中
二
不
二
是
真
諦
ｌ
字

シ
）
田
正
ｌ
是
㈱
明
ｌ
釈
、
二
ｌ
此
田
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑲
義
之
二
ｌ
之
義
明
二
、
還
俗
ｌ
還
成
俗
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均
正
の
八
不
義
と
大
乗
玄
論
の
八
不
義
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
補
足
し
得
る
箇
処
は
少
な
く
な
い
。
概
し
て
大
乗
玄
論

の
方
が
纒
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
二
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
断
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

書
写
さ
れ
伝
持
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
字
句
の
誤
写
や
脱
落
は
あ
り
う
る
こ
と
で
、
慧
均
の
八
不
義
に
も
行
間
に
補
足
さ
れ
た
箇
処

が
か
な
り
み
ら
れ
、
ま
た
対
照
し
な
が
ら
文
に
当
っ
て
み
る
と
脱
字
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
写
脱

型
ｃ
、
仙
雌
－
１
靴
唯
一
（
唯
〈
傍
）
③
智
ｌ
知
、
即
Ｉ
（
ナ
シ
）
仙
答
言
ｌ
答
若
言
（
若
く
傍
）
、
即
ｌ
則
（
二
箇
処
）
⑬
於
無
ｌ
於

可
無
、
可
令
是
無
ｌ
量
是
令
無
、
今
以
ｌ
今
如
世
人
以
荘
厳
具
荘
厳
於
人
不
可
此
人
為
非
人
而
荘
厳
具
荘
厳
人
人
猶
名
之
故
今
以
不
持
荘

厳
有
而
有
以
⑭
有
Ｉ
（
ナ
シ
）
、
即
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑲
耶
ｌ
有
⑳
次
単
言
有
則
１
次
此
単
言
言
有
即
（
次
・
言
〈
傍
）
⑳
有
非
ｌ
非
有

⑫
亦
是
有
有
ｌ
亦
非
是
有
（
非
〈
傍
）
、
是
是
有
ｌ
是
有
㈱
豈
非
ｌ
豈
不
、
上
自
Ｉ
上
有
自
“
故
此
ｌ
故
言
此
（
言
〈
傍
）
、
即
ｌ
則
⑮

此
有
Ｉ
（
有
ナ
シ
）

然
ｌ
類
此

Ｆ
Ｏ
ｌ
、

ｎ
ｄ
Ｅ

（
ナ
シ
）

二
１
両

弱
ｂ
、

謎
ｂ
、
②
爾
也
ｌ
然
⑫
廼
ｌ
乃
⑬
五
不
’
五
明
不
⑭
六
不
’
六
明
不
⑱
一
章
’
一
第
十
章
⑲
故
不
ｌ
故
今
合
前
八
意
為
一

不
有
有
不
（
今
ｌ
有
〈
傍
）
⑳
前
十
ｌ
前
明
十
⑳
有
不
ｌ
有
不
有
不
、
可
是
ｌ
可
量
是
倒
只
ｌ
以
田
若
Ｉ
（
ナ
シ
）
㈱
得
果
ｌ
果
得
、

①
即
ｌ
則
佃
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑧
末
是
ｌ
是
末
⑮
即
ｌ
則
⑯
度
ｌ
癌
↑
紋
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑰
党
亦
然
ｌ
筧
空
亦
爾
、

⑱
失
不
Ｉ
（
失
ナ
シ
）
、
即
ｌ
則
⑲
失
不
Ｉ
（
失
ナ
シ
）
⑳
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑫
歓
開
ｌ
開
殻
⑫
ｌ
偽
敏
ｌ
穀
（
五
箇
処
）

倒
也
ｌ
之
㈱
但
不
ｌ
不
但
勧
壊
ｌ
懐
田
也
Ｉ
（
ナ
シ
）
⑲
此
Ｉ
斯

②
体
ｌ
能
（
傍
一
二
字
ア
ル
モ
不
明
）
、
尋
也
ｌ
尋
之
也
題
大
乗
玄
論
巻
第
二
ｌ
大
乗
玄
義
八
不
巻
第
二

く

三

也

燭’
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字
は
ま
た
大
乗
玄
論
の
方
に
も
当
然
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
全
般
に
わ
た
っ
て
い
え
る
こ
と
で
は
「
則
」

と
「
即
」
の
字
の
ほ
と
ん
ど
が
不
正
確
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
両
者
の
対
照
に
よ
っ
て
表
わ
さ

れ
た
異
同
の
う
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
補
足
訂
正
と
は
異
な
る
問
題
が
含
ま
れ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ぼ
異
同
の
形
態
は

㈲
、
用
い
ら
れ
て
い
る
字
が
違
っ
て
い
る
。
㈲
、
字
句
が
相
互
に
出
入
し
て
い
る
、
白
、
慧
均
の
八
不
義
に
所
載
の
文
が
大
乗
玄
論
に

は
み
ら
れ
な
い
、
画
、
字
句
の
前
後
が
顛
倒
し
て
い
る
、
国
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
字
句
が
脱
落
ま
た
は
増
補
さ
れ
て
い
る
、

と
五
種
に
大
別
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
注
意
す
べ
き
問
題
を
二
三
挙
げ
て
み
た
い
。

先
ず
㈲
の
字
句
の
相
違
に
つ
い
て
は
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
語
勢
の
変
化
は
多
少
み
ら
れ
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
や
内
容
が
大
き
く

変
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
対
照
表
に
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
㈲
の
字
句
の
相
互
出
入
し
て
い
る
も

の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
が
変
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
二
三
の
例
を
引
い
て
気
付
い
た
点
を
記
し
て
み
よ
う
。

第
一
弁
大
意
、
所
言
八
不
者
是
諸
佛
之
中
心
（
慧
均
八
不
義
）

第
一
弁
大
意
者
、
八
不
者
蓋
是
諸
佛
之
中
心
（
大
乗
玄
論
）
（
表
妬
・
ａ
・
５
）

慧
均
は
章
を
立
て
る
の
に
「
第
一
弁
大
意
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
初
章
中
仮
義
に
も
四
論
玄
義
の
各
巻
も
こ
れ
は
共
通
し
て
い
て
、

し
か
も
「
第
二
釈
名
、
所
言
二
智
者
」
な
ど
の
相
似
し
た
句
が
処
禽
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
大
乗
玄
論
の
「
第
一
弁
大
意
者
、
八
不

者
」
の
句
は
不
自
然
で
他
に
例
を
み
な
い
。
大
乗
玄
諭
で
は
「
感
応
第
巨
と
い
う
よ
う
に
章
が
立
て
ら
れ
、
巻
二
の
八
不
義
と
巻
五
の

論
逃
五
門
の
各
章
が
違
っ
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
巻
一
の
二
諦
義
は
「
二
諦
者
蓋
是
言
教
之
通
詮
」
と
始
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
玄
諭

八
不
義
の
こ
の
冒
頭
の
文
は
慧
均
の
文
に
手
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

有
空
為
真
諦
仮
不
生
滅
㈲
、
仮
不
生
滅
⑥
、
非
是
不
生
滅
⑥
、
待
世
諦
仮
生
明
真
諦
仮
不
生
、
待
世
諦
仮
滅
明
真
諦
仮
不
滅
㈹
、
世

諦
仮
生
仮
滅
既
非
生
滅
㈲
、
真
諦
仮
不
生
滅
則
非
不
生
滅
㈹
、
故
仮
不
生
非
不
生
仮
不
滅
非
不
滅
⑧
、
非
不
生
非
不
滅
真
諦
中
道
也

⑪
。
（
菩
均
八
不
義
）
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有
空
為
真
諦
仮
不
生
仮
不
滅
側
、
此
不
生
不
滅
⑪
＄
非
自
不
生
不
滅
⑥
、
待
世
諦
仮
生
滅
、
明
真
諦
仮
不
生
滅
④
、
世
諦
仮
生
滅
既

非
生
滅
㈲
、
真
諦
仮
不
生
滅
亦
非
不
生
滅
㈹
、
故
非
不
生
非
不
滅
為
真
諦
中
道
也
⑪
。
（
大
乗
玄
論
）
（
表
”
．
ｃ
・
肥
ｌ
ど

こ
の
両
者
の
文
は
内
容
か
ら
す
れ
ば
同
じ
で
あ
る
の
に
文
の
纏
め
方
が
違
っ
て
い
る
。
大
乗
玄
論
に
㈲
に
扣
当
す
る
句
が
な
い
の
は
省

略
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
或
い
は
慧
均
の
文
が
整
理
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
箇
処
の
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
（
表
詑
・
ａ
・
翌
で
も

同
じ
よ
う
に
い
え
る
よ
う
で
、
慧
均
が
「
明
之
亦
有
之
」
と
し
大
乗
玄
諭
で
は
「
亦
有
明
之
」
と
簡
略
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
注
意
し
た
い
の
は
日
の
慧
均
の
八
不
義
に
の
み
所
載
の
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
文
を
対
照
表
に
掲
げ
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
考

慮
し
な
が
ら
大
乗
玄
論
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
当
否
を
考
え
て
み
た
い
。
先
ず
最
初
に
取
り
上
げ
た
い
の
が
真
諦
三
蔵
の
真
如
説

に
対
す
る
批
判
の
一
文
（
表
”
．
ｂ
・
Ｕ
で
あ
る
。
八
不
義
の
地
論
師
摂
論
師
の
中
道
を
破
斥
す
る
項
で
は
、
真
如
の
用
に
つ
い
て
の
説

が
述
べ
ら
れ
る
。
阿
梨
耶
識
や
阿
摩
羅
識
は
本
来
は
清
浄
で
真
如
で
あ
る
が
、
妄
想
を
起
し
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
如
来
蔵
と
名
、
つ

け
ら
れ
る
。
そ
れ
が
十
地
の
解
を
修
す
る
に
随
っ
て
煩
悩
を
断
除
し
、
そ
こ
に
真
如
が
顕
現
さ
れ
て
用
を
あ
ら
わ
す
の
で
そ
れ
を
法
身
と

い
う
。
こ
の
真
如
説
に
対
し
て
三
諭
宗
で
は
修
解
の
因
に
よ
っ
て
法
身
の
果
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
法
身
に
つ
い
て
の
理
解
を
破
斥
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
真
諦
三
蔵
の
真
不
除
惑
有
四
義
の
説
を
例
に
挙
げ
て
そ
れ
を
破
斥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
真
諦
三
蔵

の
説
と
い
う
の
は
、
真
如
が
惑
を
取
り
除
く
と
す
る
な
ら
ぱ
い
世
諦
が
説
か
れ
る
意
味
が
な
く
な
る
、
②
凡
夫
と
聖
人
の
区
別
さ
れ
る
意

味
が
な
く
な
る
、
側
惑
が
あ
っ
て
こ
そ
修
解
が
あ
り
断
惑
の
行
が
成
立
っ
の
に
そ
の
断
惑
の
意
味
が
な
く
な
る
、
仙
修
解
に
十
地
の
段
階

の
あ
る
意
味
が
な
く
な
る
、
の
四
種
の
断
惑
と
真
如
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
三
論
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
真
如

が
あ
っ
て
解
を
も
っ
て
惑
を
断
ず
る
と
す
る
な
ら
ば
、
も
と
も
と
真
如
の
解
用
が
あ
れ
ば
煩
悩
が
あ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
金
は

石
に
混
っ
て
い
る
の
を
人
が
打
冶
撰
別
す
る
の
で
金
の
用
に
よ
っ
て
金
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
真
如
の
用
に
よ
っ
て
真
如
が

顕
現
す
る
の
で
は
な
い
。
地
論
師
等
の
説
は
真
常
断
惑
の
二
見
有
所
得
で
あ
っ
て
、
真
を
違
え
て
妄
想
に
覆
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
説
は

成
り
立
た
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
真
諦
三
蔵
の
説
を
批
判
す
る
文
が
大
乗
玄
論
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
地
論
師

イワ
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破
斥
の
内
容
が
不
明
瞭
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
吉
蔵
が
真
諦
三
蔵
に
つ
い
て
出
家
し
た
と
い
う
僧
伝
の
記
述
を
考
え
合
わ

せ
る
時
、
真
諦
の
名
を
直
接
に
挙
げ
て
批
判
し
た
こ
の
一
文
が
削
除
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
表
蛎
・
ａ
．
、
）
の
中
論
八
不
の
偶
文
は
「
論
初
云
」
と
し
て
壌
略
経
の
引
用
の
後
に
続
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
初

め
に
潅
厳
経
の
文
を
挙
げ
て
、
そ
の
内
容
が
「
即
ち
こ
れ
論
初
の
八
不
」
で
あ
る
と
述
べ
た
後
だ
け
に
、
そ
の
引
証
の
場
所
に
当
を
得
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
八
不
義
の
智
慧
中
道
を
明
か
す
と
こ
ろ
で
戯
諭
非
戯
肺
に
つ
い
て
怖
じ
、
有
所
得
の
行
心
こ

そ
が
般
若
に
乖
く
戯
諭
師
で
あ
る
こ
と
を
述
尋
へ
る
に
あ
た
り
「
悪
比
丘
の
有
相
説
法
は
わ
が
正
法
を
破
す
」
と
い
う
思
祐
経
の
引
用
（
表

鈍
・
孔
・
翌
は
適
切
な
経
証
と
考
え
ら
れ
る
。
続
く
（
表
鋤
．
ｂ
・
Ｕ
の
「
故
経
云
」
は
維
摩
経
の
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
直
ぐ
前
（
二
行

前
）
の
「
諸
法
本
来
不
生
、
今
亦
不
滅
」
の
文
の
経
証
で
あ
っ
て
、
省
略
さ
れ
て
も
差
支
え
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

次
に
第
六
料
簡
不
有
有
の
初
め
の
「
故
経
云
」
（
表
詔
。
ｃ
・
皿
）
の
般
若
経
の
文
は
、
続
く
「
故
大
品
経
」
の
文
の
理
解
の
仕
方
に
よ

っ
て
置
か
れ
る
意
義
が
変
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
無
の
所
有
を
宗
と
す
る
浬
樂
経
と
有
の
所
無
を
宗
と
す
る
般
若
経
に
よ
っ

て
不
有
有
の
義
は
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
大
品
経
第
三
巻
相
行
品
の
引
用
文
「
諸
法
は
無
所
有
な
れ
ど
も
是
の
如
く
有
な
り

③
。
是
の
如
き
の
無
所
有
こ
の
事
を
知
ら
ざ
る
を
名
づ
け
て
無
明
と
な
す
な
り
⑥
」
は
、
⑥
が
無
の
所
有
を
示
す
文
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
㈲
が
有
の
所
無
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
を
有
の
所
無
を
宗
と
す
る
般
若
経
の
経
証
と
は
な
し
得
ず
、
む
し
ろ
双
方
を
一
経
に
よ
っ
て

経
証
し
た
と
考
え
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
慧
均
の
八
不
義
に
「
故
に
経
に
云
く
、
不
住
法
を
も
っ
て
般
若
波
蔵
蜜
の
不

二
に
住
す
」
の
文
は
有
の
所
無
を
宗
と
す
る
般
若
経
の
経
証
の
文
と
し
て
置
か
れ
て
然
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
そ
の
直
前
の
「
不

有
有
義
相
対
」
の
文
（
表
調
。
ｃ
・
週
）
は
直
後
の
文
と
重
複
し
て
い
る
の
で
不
要
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
く
不
有
有
の
義
を
説
く
う
ち
の
不
有
是
有
の
義
を
説
明
す
る
臂
嶮
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
（
表
弘
．
ｃ
・
喝
）
が
、
こ
の
響
嶬
は

不
有
有
の
一
義
を
理
解
し
易
く
す
る
。
す
な
わ
ち
「
世
人
、
荘
厳
の
具
を
以
て
人
を
荘
厳
す
る
に
、
こ
の
人
を
非
人
と
は
な
す
べ
か
ら
ず
。

而
も
荘
厳
具
も
て
人
を
荘
厳
す
る
に
、
入
な
お
之
を
名
づ
く
が
如
し
。
故
に
今
、
荘
厳
の
有
を
持
せ
ざ
る
を
以
て
而
て
有
な
り
」
と
あ
り
、
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、
、

大
経
云
、
浬
藥
之
体
、
非
有
非
無
、
亦
有
亦
無
也
（
慧
均
八
不
義
）

も
、

大
経
云
、
浬
藥
之
体
～
非
有
無
、
非
亦
有
亦
無
也
（
大
乗
玄
論
・
表
訓
．
ｃ
・
２
）

こ
の
引
用
文
は
「
非
無
」
と
「
無
非
」
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
か
ら
す
る
と
全
く
変
っ
て
く
る
。
非
有
非
無

も
亦
有
亦
無
も
有
無
と
共
に
四
句
分
別
の
一
で
あ
り
、
「
有
無
に
非
ず
、
亦
有
亦
無
に
非
ず
」
と
す
る
大
乗
玄
諭
は
四
句
を
絶
し
て
い
る
。

⑥

吉
蔵
は
常
に
四
句
百
非
を
絶
す
る
無
所
得
を
標
傍
す
る
の
で
あ
る
が
、
経
文
に
何
ら
か
の
作
為
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
字
の
位
置
が
顛
倒
し
た
箇
処
は
（
表
妬
．
ｂ
・
５
）
「
故
経
中
具
有
百
非
、
即
還
百
是
不
有
無
等
」
（
均
）
、
と
あ
る
の
が
「
即

還
是
百
不
百
無
等
」
（
玄
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
乗
玄
論
の
文
の
方
が
理
解
し
易
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
（
表
弱
。
ｂ
・
ど
「
如
是
深

亦
不
於
不
」
（
均
）
は
「
如
是
深
不
亦
於
不
」
（
玄
）
と
あ
る
。
こ
の
文
は
大
乗
玄
論
の
版
本
で
は
「
是
の
如
き
の
深
不
は
亦
た
不
に
於
く
」

と
読
ま
し
て
い
る
が
慧
均
の
文
「
是
の
如
き
の
深
は
亦
不
を
不
す
」
と
読
み
、
少
し
前
の
「
亦
復
不
於
無
等
」
に
対
応
し
得
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
あ
ま
り
内
容
の
上
で
は
変
っ
て
い
な
い
・

国
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
増
補
脱
落
の
あ
る
も
の
は
か
な
り
の
量
に
な
る
。
そ
の
中
に
は
（
表
”
。
ｂ
・
ど
の
「
非
」
の
字
の
よ
う
に
既

「
不
を
以
て
不
有
な
る
故
に
只
不
有
（
こ
れ
有
）
な
り
」
と
続
く
の
で
あ
る
。
人
が
荘
厳
具
で
飾
ら
れ
て
も
や
は
り
人
で
あ
る
よ
う
に
、
不

で
も
っ
て
有
を
否
定
し
た
か
ら
と
い
っ
て
有
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
不
有
是
有
の
義
は
破
斥
を
聞
い
て
も
怖
れ
さ
せ
な
い
た

め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
荘
厳
人
の
臂
は
理
解
を
容
易
に
さ
せ
得
る
と
い
え
る
。
し
か
し
不
有
と
有
を
荘
厳
人
と
人
の
関
係
で
理
解
す
れ
ば

差
支
え
な
い
が
、
荘
厳
具
と
人
の
関
係
で
理
解
す
る
と
不
と
有
が
別
体
の
も
の
と
な
り
、
誤
り
を
生
ず
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
そ
の
紛
ら

わ
し
さ
は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
こ
の
文
の
直
前
の
「
若
以
不
不
於
可
無
量
是
令
無
而
今
」
の
文
は
読
解
し
難
く
、
大

乗
玄
論
の
「
若
以
不
不
此
有
、
可
令
是
無
、
而
今
」
が
明
瞭
で
あ
る
。

回
の
字
句
の
前
後
が
顛
倒
し
て
い
る
も
の
と
は
、
誤
写
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
二

三
を
選
ん
で
挙
げ
て
み
よ
う
。
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⑦

に
問
題
と
し
て
指
抽
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
少
し
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
二
に
つ
い
て
は
中
論
疏
の
八

不
義
と
の
比
較
を
す
す
め
て
い
く
過
程
に
お
い
て
改
め
て
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
そ
こ
で
問
題
に
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

既
載
の
対
照
表
が
示
す
よ
う
に
慧
均
の
八
不
義
と
大
乗
玄
諭
の
八
不
義
と
は
、
全
体
か
ら
眺
め
る
と
全
く
同
じ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
異
同
の
部
分
を
少
し
く
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
大
乗
玄
論
が
慧
均
の
八
不
義
の
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
要
素
が

加
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
既
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
後
に
吉
蔵
の
門
弟
に
よ
っ
て
大
乗
玄
論
に
編
入
さ
れ
た

折
に
手
が
加
え
ら
れ
た
と
み
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
吉
蔵
が
自
ら
慧
均
の
八
不
義
を
可
と
し
て
取
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
ま

た
八
不
義
は
そ
も
そ
も
師
法
朗
の
著
わ
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
等
が
推
測
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に

吉
蔵
の
中
諭
疏
に
よ
っ
て
八
不
義
の
思
想
的
な
形
態
を
明
瞭
に
し
な
が
ら
、
再
び
慧
均
の
八
不
義
を
解
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。

註
①
続
蔵
経
第
七
四
套

②
宇
井
博
士
は
読
師

③
典
籍
諭
集
（
一
四

④
中
論
疏
（
大
正
四

⑤
か
っ
て
日
本
印
度

を
試
み
て
み
た
い
。

⑥
三
諭
玄
義
の
末
尾

⑦
国
訳
一
切
経
・
大
乗
玄
論
の
註
四
九
（
同
四
七
頁
）
等
を
参
照
。

（
本
稿
は
昭
和
四
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
・
総
合
研
究
Ｄ
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）

が
考
え
ら
れ
る
《
〕

続
蔵
経
第
七
四
套
第
一
冊

宇
井
博
士
は
読
師
道
憲
の
大
乗
玄
第
二
聴
聞
抄
に
よ
っ
て
こ
の
疑
義
に
言
及
さ
れ
て
い
る
（
大
乗
玄
論
解
題
・
国
訳
一
切
経
）
。

典
籍
諭
集
（
一
四
九
頁
）
参
照
。

中
論
疏
（
大
正
四
二
・
二
八
ａ
）
。
な
お
同
（
二
五
ｃ
）
に
も
中
仮
師
批
判
は
述
。
へ
ら
れ
て
い
る
。

か
っ
て
日
本
印
度
学
佛
教
学
大
会
に
お
い
て
「
三
論
宗
と
四
論
宗
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
次
の
稿
に
お
い
て
再
び
論
究

（
大
正
四
五
・
一
四
Ｃ
）
に
「
又
中
仮
師
云
、
非
有
非
無
為
中
、
而
有
而
無
為
仮
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
作
為
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